
（証券コード　3577）

2021年６月４日

株 主 各 位
愛知県清須市西枇杷島町子新田１番地の２

取締役社長 鷲 裕 一

第101期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第101期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。
　近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強
く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、
本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させ
ていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、外出自粛が要請されている状況にも鑑み、感染拡大防
止の観点から、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、
株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申
しあげます。
　お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示いただき、2021年６月24日（木曜日）午後６時までに到着する
ようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2021年６月25日（金曜日）午前10時
２．場 所 名古屋市中村区名駅４丁目４-３８

愛知県産業労働センター１０階　大会議室１００２
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １ 第101期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結
計算書類監査結果報告の件

２ 第101期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類の内
容報告の件

決 議 事 項
　第1号議案
　第2号議案

取締役７名選任の件
会計監査人選任の件

以　上
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・ 第101期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、連結計算書類の連結注記表および

計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tokai-senko.co.jp）に掲載しており

ますので、本招集ご通知および添付書類には記載しておりません。なお、これらの書類

は､会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査をした

連結計算書類および計算書類の一部であります。

・ 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また､議

事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。

・ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合

は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.tokai-senko.co.jp）に掲載い

たしますのでご了承ください。

<<新型コロナウイルスに関するお知らせ>>

・ 会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。

・ ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申しあげます。

・ 会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思わ

れる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰

りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない

株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。

・ 株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で応対をさせ

ていただきます。

・ 感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大

幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいてもお席をご用意できない場合が

ございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申しあげます。

・ 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点

から、議場における報告事項および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主

様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申しあげます。

・ 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等によりやむを得ず開催場

所や開催時間などを変更する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.tokai-senko.co.jp）より、発信情報をご確認くださいますよう、併せてお願い

申しあげます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告
（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染

拡大、および、断続的な感染拡大に伴う規制や制限強化などにより、経済・社会活動

は大きく停滞しました。

　染色加工業界におきましても、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としての外

出自粛や各自治体からの営業自粛要請、度重なる感染拡大に対応するための活動制限

等により個人消費の低迷は長期化が見込まれており、衣料品販売を中心に厳しい事業

運営が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは国内染色加工事業にて市場規模に応じた生

産体制への移行を完了しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大、お

よび長期化懸念から、更なる規模の縮小に加え、徹底的なコストの削減・見直しを実

施しました。

　また、コロナ禍での需要に対応するため、抗菌・抗ウイルスなどの特殊加工技術を

活かした素材提案や商品の開発にも注力しました。

　海外におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、マスク用途素材

の受注は伸ばしたものの、国内販売が大幅に落ち込みました。タイ国子会社では、輸

出向け受注も失速、インドネシア子会社においても感染拡大の長期化懸念から受注は

大幅に減少しました。

　しかしながら、新規客先開拓および商品開発、品質管理・生産性の改善などにより、

受注は徐々に回復傾向にあります。

　縫製品販売事業では、不織布マスク・ガーゼマスクの販売に加え、当社の加工技術

を活かしたユニフォームマスク、抗菌・抗ウイルス素材や肌にやさしいガーゼ素材を

使用した新商品の提案・販売に注力しました。

　保育サービス事業では、コロナ禍においても医療従事者支援の観点から、企業内（病

院内）保育所の運営を続けて参りました。保育現場での感染症対策に万全を期すとと

もに、新規拠点の開設・運営や事業エリア拡大に注力しました。

　洗濯事業では、インバウンド需要の消滅によりホテルリネンが大幅に減少するなか、

新規のルート・客先の開拓を図るも厳しい結果となりました。

　これらの結果、売上高は10,624百万円（前年同期比24.2％減、3,385百万円減）とな

り、営業損失は148百万円（前年同期は営業利益617百万円）、経常損失は69百万円（前

年同期は経常利益604百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は174百万円（前年

同期は親会社株主に帰属する当期純損失551百万円）となりました。
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　当社グループにおける各事業分野の状況は次のとおりであります。

①染色加工事業

　染色加工事業は、売上高は7,273百万円（前年同期比32.2％減、3,454百万円減）と

なり、営業損失は260百万円（前年同期は営業利益442百万円）となりました。

　染色加工事業における部門別（加工料部門、テキスタイル販売部門）の業績は次の

とおりであります。

（加工料部門）

　国内では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための店舗休業や営業自粛、時短営

業などに伴う受注の落ち込みにより、減収となりました。海外では、インドネシア子

会社においては、感染拡大に伴う企業への社会活動制限による受注減少により、大幅

な減収となりました。タイ国子会社においては、国内向け定番品受注が激減し、減収

となりました。

　これらの結果、加工料部門の売上高は5,682百万円（前年同期比30.8％減、2,531百

万円減）となりました。

（テキスタイル販売部門）

　国内では、マスク用途のガーゼ生地販売の需要はありましたが、カジュアル向け販

売は低調に推移し、減収となりました。海外においても、通常販売生地の落ち込みに

より、大幅な減収となりました。

　これらの結果、テキスタイル販売部門の売上高は1,590百万円（前年同期比36.7％

減、923百万円減）となりました。

②縫製品販売事業

　縫製品販売事業は、量販店向け販売は低調に推移しましたが、ガーゼ・不織布マス

クの販売、当社の加工技術を活かしたユニフォームマスク、光触媒マスク（抗菌・抗

ウイルス）、医療従事者用防護服の提案・販売を実施した結果、売上高は594百万円

（前年同期比16.3％増、83百万円増）、営業利益は16百万円（前年同期比4.4％増、０

百万円増）となりました。

③保育サービス事業

　保育サービス事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント関係の中

止や利用者の利用控えから売上は減少しました。企業内保育を中心に徐々に売上増加

の傾向にはありますが、新規拠点開設やエリア拡大のための費用を計上した結果、売

上高は2,611百万円（前年同期比1.5％減、39百万円減）、営業利益は62百万円（前年

同期比37.0％減、36百万円減）となりました。

④倉庫事業

　倉庫事業は、ニット製品等の荷扱量減少はあったものの、新規客先の獲得や各種費

用の見直しにより、売上高は214百万円（前年同期比14.4％減、36百万円減）、営業利

益は10百万円（前年同期比189.9％増、６百万円増）となりました。
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⑤機械販売事業

　機械販売事業は、コロナ禍にて海外向け染色加工関連設備の売上が減少、売上高は

151百万円（前年同期比26.6％減、55百万円減）、営業利益は20百万円（前年同期比

32.3％減、９百万円減）となりました。

⑥洗濯事業

　洗濯事業は、新型コロナウイルス感染症の影響からインバウンド需要が壊滅的な影

響を受け、ホテルリネンが大幅に減少するなど厳しい状況が続いており、売上高は64

百万円（前年同期比51.3％減、67百万円減）、営業損失は48百万円（前年同期は営業

損失19百万円）となりました。

⑦その他事業

　当セグメントには、システム事業、不動産賃貸事業が含まれており、売上高は98百

万円（前年同期比12.2％減、13百万円減）、営業利益は79百万円（前年同期比14.3％

減、13百万円減）となりました。

(2) 設備投資等の状況および資金調達の状況

　当連結会計年度において実施した設備投資額は完工ベースで329百万円であり、その

主なものは染色加工事業における品質及び生産効率の向上などを目的とした繊維加工

設備の新設・更新等であります。なお、この所要資金は借入金及び自己資金により充

当しております。

(3) 対処すべき課題

　当社グループは、中長期的な経営戦略を実現するために、次の課題の展開を図りま

す。

①東南アジアでの事業拡大

　当社グループの東南アジア戦略の中核を担うインドネシア子会社にて、国内・外

での販売を拡大するため、新規市場・顧客の開拓、販売エリアの拡大、品質管理・

生産効率の改善、日本の加工技術を取り入れた新商品開発に注力いたします。タイ

国子会社では、受注内容に応じた生産体制の見直しを実施し、収益改善に注力いた

します。

②国内染色加工事業の改善

　国内の染色加工市場は、新型コロナウイルス感染症の影響による個人消費の低迷

や構造的な衣料需要の縮小などにより、厳しい環境が続いております。

　一方、抗菌・光ウイルス、光触媒加工などニューノーマル時代に対応した素材提

案や商品開発に積極的に取り組むことで受注の確保・拡大に努めます。

　さらに、各拠点にて徹底的なコストの見直し、生産の効率化を推進することで、

収益改善を図ります。
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③製品販売事業の販路拡大

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う衛生用品需要の高まりに対応するため、抗

菌・抗ウイルス、肌にやさしい商品の提供など、当社の加工技術を活かした商品提

案・販売を積極的に推進します。

　また、これら商品を広く一般消費者に知っていただくため、ソーシャルメディア

を活用した情報の配信や広報活動、インターネット販売サイトなどを積極的に活用

し、従来からの企業間取引(BtoB)のみならず、企業対個人(BtoC)市場への販路拡大

に努めます。

④非繊維事業の強化・拡大

　保育サービス事業は、企業内保育所の運営受託および、待機児童問題解消のため

自治体の要請に応じた新規保育園の開設・運営を行うとともに、事業エリアの拡大

にも努めます。また、採用費・本部費用の圧縮やコスト削減を推進することで、収

益力向上に力を注ぎます。

　洗濯事業については、既存客先との取組み強化に加え、新規客先開拓を積極的に

進め、多方面からの受注を取込むことで、売上増加および、収益確保を図ってまい

ります。

　機械販売事業については、国内外を問わず染色関連設備の販売強化に努めてまい

ります。

　当社グループは、今後も新たなる事業を積極的に発掘・開拓し、非繊維事業の強

化・拡大に努めてまいります。

(4) 財産および損益の状況

区 分
第98期

（2017.４～
2018.３）

第99期
（2018.４～
2019.３）

第100期
（2019.４～
2020.３）

第101期(当期)
（2020.４～
2021.３）

売 上 高 (百万円) 14,858 14,507 14,010 10,624

経 常 利 益 (百万円) 939 806 604 △69

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 436 409 △551 △174

１株当たり当期純利益 (円) 130.95 122.86 △168.52 △53.67

総 資 産 (百万円) 15,289 14,746 13,927 12,907

純 資 産 (百万円) 8,121 8,046 7,195 6,860

（注）１．2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。第98期（2018年

３月期）の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を第99期

（2019年３月期）の期首から適用しており、第98期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡

って適用した後の金額となっております。

３．△印は、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び１株当たり当期純損失を示しております。
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(5) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

Ｔ Ｋ サ ポ ー ト 株 式 会 社 60百万円   100.00% 倉庫業

株 式 会 社 ト ッ ト メ イ ト 30百万円 100.00 保育サービス業

T O K A I  D Y E I N G
C O . , ( T H A I L A N D ) L T D .

120,000千バーツ 98.92 合成・天然繊維織物の染色・捺染

P.T.TOKAI TEXPRINT INDONESIA 22,200百万ルピア 54.17 綿・レーヨンの捺染、無地染

(6) 主要な事業内容

　当社グループは、天然繊維織物、合成繊維織物、編物の染色整理の受託加工及び繊

維製品等の販売、倉庫運輸、保育サービス、洗濯事業、不動産賃貸、機械販売等を行

っております。

(7) 主要な営業所および工場

①当社

本　店　：　愛知県清須市西枇杷島町子新田１番地の２

本　社　：　名古屋市中村区名駅三丁目28番12号　大名古屋ビルヂング

支　社　：　大阪（大阪市中央区）

営業所　：　東京（東京都中央区）

工　場　：　名古屋（本店）、浜松（静岡県浜松市）、岐阜（岐阜県羽島市）

②子会社

ＴＫサポート株式会社　　本店：名古屋市中村区

株式会社トットメイト　　本店：愛知県清須市

株式会社デッサン・ジュン　　本店：大阪市中央区

株式会社東海トレーディング　　本店：愛知県清須市

TOKAI DYEING CO.,(THAILAND)LTD.　タイ王国

P.T.TOKAI TEXPRINT INDONESIA　インドネシア共和国

P.T.DESSIN JUNN INDONESIA　インドネシア共和国
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(8) 従業員の状況

企業集団の従業員数

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

840名 △72名

（注）臨時従業員の年間平均雇用人員（114名）を含めておりません。

(9) 主要な借入先

借 入 先 名 借 入 残 高

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 945百万円

株 式 会 社 り そ な 銀 行 730百万円

株 式 会 社 愛 知 銀 行 330百万円

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 202百万円

株 式 会 社 十 六 銀 行 177百万円

２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 10,000,000株

(2) 発行済株式の総数 3,247,591株（自己株式366,661株を除く）

(3) 株主数 2,855名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ミ ソ ノ サ ー ビ ス 株 式 会 社 258千株 7.94％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 162 5.00

株 式 会 社 り そ な 銀 行 161 4.96

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 142 4.38

八 代 興 産 株 式 会 社 134 4.14

日 清 紡 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 116 3.57

稲 畑 産 業 株 式 会 社 115 3.56

長 瀬 産 業 株 式 会 社 115 3.56

八 代 芳 明 106 3.27

八 代 和 彦 104 3.21

（注）１．当社の自己株式366千株は、上記の大株主に含めておりません。
２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取締役会長（代表取締役） 八 代 芳 明

取締役社長（代表取締役） 鷲 　 裕 一 グループ技術担当

常 務 取 締 役 八　代　健太郎 国内染色加工事業部長、浜松事業所長

取 締 役 川 本 　 修
海外染色加工事業部長、国内染色加工事業
部副部長、製品事業本部長、テキスタイル
事業部長、タイ東海取締役社長

取 締 役 古 池 　 威

取 締 役 増 田 芳 隆

常 勤 監 査 役 浅 谷 光 昭

監 査 役 澤 田 　 馨

監 査 役 伊 東 弘 次

 (注) １．取締役 古池　威、増田芳隆の両氏は、社外取締役であり、東京証券取引所および名古屋証券
取引所に独立役員として届け出ております。

２．監査役 澤田　馨、伊東弘次の両氏は、社外監査役であり、東京証券取引所および名古屋証券
取引所に独立役員として届け出ております。

３．常勤監査役 浅谷光昭氏は、長年にわたり当社の内部監査部門の業務経験を有し、内部監査に
関する相当程度の知見を有しております。

４．2020年９月18日付で、八代健太郎氏は取締役から常務取締役に就任いたしました。

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 総 額
報酬等の種類別の総額

基 本 報 酬

取 締 役 ６名 115百万円 115百万円

監 査 役 ３名 20百万円 20百万円

合 計 ９名
136百万円

（うち社外役員４名26百万円）
136百万円

（うち社外役員４名26百万円）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、1992年6月開催の定時株主総会において月額25百万円以内（ただし、

使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役

の員数は８名です。

３．監査役の報酬限度額は、1994年6月開催の定時株主総会において月額4百万円以内と決議いた

だいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
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(3) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
①当該方針の決定の方法
　当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以
下、決定方針という。）を決議しております。
②当該方針の内容の概要
　当社の取締役の報酬は、持続的かつ安定的な企業価値の向上を意識した報酬体系
とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準にする
ことを基本方針としております。具体的には、固定報酬としての基本報酬を支払う
こととしております。また当社の取締役の基本報酬は、月例および年2回の固定報酬
とし、各人の役位、職責、在任年数などをもとにして各期の業績および業績への貢
献度を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
③当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものである
と取締役会が判断した理由
　当社においては、独立社外取締役の助言を得たうえで代表取締役が報酬額を決定
していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断してお
ります。
④取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
　当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役　鷲　裕一氏が取締役
の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役
の基本報酬の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰し
つつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が も適しているからであり
ます。

(4) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 取 締 役 古 池 　 威

取締役会13回に出席しております。
また、会社経営者としての豊かな経験と人事・労務などの分野にお
ける高い見識に基づき、取締役会では当該視点から適宜、必要な発
言を行っており、特に事業計画の遂行状況について専門的な立場か
ら助言・監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保する
ための適切な役割を果たしております。

社 外 取 締 役 増 田 芳 隆

取締役会16回全てに出席しております。
また、会社経営者としての豊かな経験と財務・経営企画などの分野
における高い見識に基づき、取締役会では当該視点から適宜、必要
な発言を行っており、特に事業計画の遂行状況について専門的な立
場から助言・監督等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。

社 外 監 査 役 澤 田 　 馨
取締役会16回全てに出席、監査役会８回全てに出席しております。
また、上場企業の元財務部長並びに常勤監査役を歴任し財務・会計
の専門的な見識に基づき適宜、必要な発言を行なっております。

社 外 監 査 役 伊 東 弘 次
取締役会11回に出席、監査役会８回全てに出席しております。
また、会社経営の豊富な経験や実績に基づき、当社の経営について
適宜、必要な発言を行なっております。
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４．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称　　　EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 29百万円

・当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額

29百万円

（注）1.　当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ

　く監査の監査報酬等の額を明確に区別しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年

　度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.　監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

　会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、

　会計監査人の報酬等について同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判

断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内

容を決定いたします。

　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当す

ると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会におき

まして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

(4) 子会社の監査の状況

　TOKAI DYEING CO.,(THAILAND)LTD.およびP.T.TOKAI TEXPRINT INDONESIAにつき

ましては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人により監査を受けてお

ります。
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５．会社の体制および方針
(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制

　当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は

次のとおりであります。

１．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社の取締役は、職務執行・意思決定に係る以下の文書（電子記録を含む）そ

の他の重要な情報について、社内規程に基づき適切に保存および管理を行ってお

ります｡

①　株主総会議事録と関連資料

②　取締役会議事録と関連資料

③　社内稟議決裁書と関連資料

④　その他取締役を決定者とする決定書類及び附属書類

⑤　その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

２．当社及び当社子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という。）の損

失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社グループの企業活動及び経営戦略上のリスクに関しては、当社の取締役が

経営会議、各事業部ヒアリング等を通じて、常に情報を集約する体制にあり、リ

スクへの対応が必要な場合には、当社の代表取締役が担当取締役を任命し必要な

対応を行っております。

　また、当社グループの内部統制上のリスクに関しては、当社グループに適用す

るリスク管理規程に基づき、リスクの特定・評価・対応を行うことで、その顕在

化を未然に防止しております。

３．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

　当社の代表取締役は、経営会議及び各事業部ヒアリング等を通じ、常に情報を

集約・検討する体制をとっており、各担当取締役に業務執行を委任する事項及び

施策を確認・指示しております。

　当社または当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、取締役会､ 

経営会議、各事業部ヒアリング等を開催し、迅速な意思決定と必要な情報を共有

する体制をとっております。

　また、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達及び、業務の効率化を図るため

に､ 社内のＩＴ環境を適切に理解し、これを踏まえた方針を定めております。
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４．当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

　当社は、当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適

合することを確保するため、当社グループに適用する企業行動指針、企業倫理規

程、コンプライアンス規程等を定め、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運

用を行う体制を構築しております。

　また、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持

たず、反社会的勢力及び団体からの不当な要求は断固拒否し、毅然とした態度で

対応しております。

　取締役は、企業行動指針、企業倫理規程、コンプライアンス規程等に従い、当

社グループ全体における企業倫理の遵守及び浸透を率先して垂範することとして

おります。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締

役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

　当社グループは、内部統制基本規程、リスク管理規程等に基づいて、業務の適

正を確保するための体制を構築するとともに、当社の内部監査室による､内部監査

規程、内部監査実施規程に基づく監査を実施することにより、当社グループの業

務の適正を確保しております。

　当社子会社については、関係会社管理規程に基づき当社の所管部門が管理を行

い、当社グループ全体の経営効率の向上を図ることを目的に、当社子会社に対し、

経営管理に必要な資料の提出を求め、これを整備保管するとともに、当社子会社

の経営状況を把握し、必要に応じ当社の取締役会に報告しております。

　また、当社の担当取締役は、当社子会社の主管者に対し、業務の適正を確保す

るため、期間毎に「業務執行にかかる誓約書」の提出を義務化しております。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合における当該使用

人に関する事項、取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置く事を求めた場合は、必要に応じて､

監査役を補助する能力と知識を備えた専任又は兼任の使用人を置くこととしてお

ります。

　使用人の任命・異動等の人事に関わる事項の決定には、監査役に事前の同意を

得るものとし、任命を受けた使用人は監査役の指示に従い、監査上必要な情報の

収集の権限を持って業務を行うこととしております。
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７．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監

査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した

ものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制

　当社の監査役は、当社の取締役会・経営会議に出席するほか、社内稟議決裁書・

財務資料・当社の内部統制システムの運用状況・その他事項について適宜報告を

求める体制をとっております。

　当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の

監査役に対し以下の事項の報告を行い、当社は当該報告を監査役へ報告した者に

対して、その報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し

ております。

　　①　不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発

　　　　生した場合はその事実

　　②　会社に著しい損害及び利益を及ぼすおそれのある場合は、その事実

　　③　毎月の月次財務資料

　　④　上記の他、当社の監査役が職務遂行上報告を受ける必要があると判断した

　　　　事項

８．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社の監査役がその職務の執行につき、当社に対して費用の前払い等の請求を

したときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要で

ないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務の処理を行うことと

しております。

９．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、必要に応じて

当社の本社各部門にて監査役の監査の補助及び協力を行うこととしております。

　(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

　当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は以下

のとおりであります。

①　内部統制システム全般

　当社並びに当社グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を当

社の内部監査室が定期的にモニタリングし、内部統制が有効かつ継続的に

機能するよう必要な改善を進めております。

②　コンプライアンス

　当社は、当社並びに当社グループの使用人に対し、コンプライアンスに

ついての社内研修を実施しており、また、季刊に発行される社内報にて教

育・啓蒙活動を実施し、法令および定款を遵守するための取組を継続的に

行っております。
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　また、当社はコンプライアンス規程により相談・通報体制を設けており、

当社グループにも開放することでコンプライアンスの実効性向上に努めて

おります。

③　リスク管理体制

　当社はリスク管理規程を設け、当該規程により「リスク管理委員会」を

組織しております。「リスク管理委員会」におきまして当社の各部署およ

び当社グループから報告されたリスクのレビューを実施して全社的な情報

共有に努めたほか、想定されるリスク項目を抽出して毎年度その評価及び

対策案を検討し、リスク管理体制の維持・向上をはかっております。

④　内部監査

　当社の内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社並びに当社グ

ループの内部監査を実施いたしました。

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社では株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつとして認識し

ており、安定的な配当政策を維持し、かつ収益等業績にも対応して配当金を決定す

ることを基本としております。内部留保につきましては、今後予想される企業間競

争の激化に対処する競争力の維持強化及び新商品開発並びに事業活性化等に有効投

資していく方針であります。

　なお、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針として

おります。剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令

に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって

定める旨及び、当社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする旨を定款に定めて

おります。

　当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、中間配当は無配とさせていただ

きましたが、期末配当は当期の業績や利益水準等を総合的に勘案した結果、１株当

たり20円の配当をさせていただきます。この結果、年間の配当金は１株当たり20円

となります。

（注）１．記載金額は単位未満切り捨てにより表示しております。

２．千株単位の記載株式数は千株未満切り捨てにより表示しております。

３．比率は表示未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

（資　 産　 の　 部） （負　 債　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

5,443,096

2,274,560

2,205,507

173,654

274,828

288,776

243,137

△17,368

7,464,713

5,269,097

1,353,302

1,732,504

1,754,930

169,274

193,027

66,057

70,868

70,868

2,124,746

1,796,665

20,199

393,201

△85,319

流 動 負 債 3,075,901

支払手形及び買掛金 610,384

電 子 記 録 債 務 530,392

短 期 借 入 金 950,000

未 払 費 用 470,341

未 払 法 人 税 等 38,265

賞 与 引 当 金 115,420

修 繕 引 当 金 34,900

リ ー ス 債 務 88,927

そ の 他 237,270

固 定 負 債 2,971,299

長 期 借 入 金 1,435,000

繰 延 税 金 負 債 278,058

退職給付に係る負債 821,589

役員退職慰労引当金 22,202

リ ー ス 債 務 56,511

そ の 他 357,937

負 債 合 計 6,047,201

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 6,657,224

資 本 金 4,300,000

資 本 剰 余 金 1,400,120

利 益 剰 余 金 1,555,439

自 己 株 式 △598,336

その他の包括利益累計額 △608,196

その他有価証券評価差額金 349,112

為 替 換 算 調 整 勘 定 △915,519

退職給付に係る調整累計額 △41,789

非 支 配 株 主 持 分 811,579

純 資 産 合 計 6,860,607

資 産 合 計 12,907,809 負 債 純 資 産 合 計 12,907,809

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(2020年４月１日から)2021年３月31日まで

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 10,624,564

売 上 原 価 9,259,297

売 上 総 利 益 1,365,266

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,513,642

営 業 損 失 148,376

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 63,705

雑 収 入 63,288 126,994

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,157

支 払 手 数 料 9,654

雑 支 出 21,414 48,226

経 常 損 失 69,608

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26,203

国 庫 補 助 金 46,937 73,141

特 別 損 失

減 損 損 失 400

固 定 資 産 圧 縮 損 46,937 47,337

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 43,804

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 72,102

法 人 税 等 調 整 額 62,425 134,527

当 期 純 損 失 178,332

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 4,002

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 174,330

（注）記載金額は､千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(2020年４月１日から)2021年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

202 0年４月１日期首残高（千円） 4,300,000 1,400,120 1,794,729 △597,909 6,896,940

連結会計年度中の変動額（千円）

剰 余 金 の 配 当 △64,959 △64,959

親会社株主に帰属する当期純損失 △174,330 △174,330

自 己 株 式 の 取 得 △426 △426

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － △239,289 △426 △239,715

2 0 2 1年３月31日期末残高（千円） 4,300,000 1,400,120 1,555,439 △598,336 6,657,224

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持
分

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

20 2 0年４月１日期首残高（千円） 141,123 △830,221 △48,516 △737,614 1,036,482 7,195,808

連結会計年度中の変動額（千円）

剰 余 金 の 配 当 △64,959

親会社株主に帰属する当期純損失 △174,330

自 己 株 式 の 取 得 △426

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会計年度中の変動額（純額）

207,988 △85,297 6,727 129,418 △224,902 △95,484

連結会計年度中の変動額合計（千円） 207,988 △85,297 6,727 129,418 △224,902 △335,200

2 0 2 1年３月31日期末残高（千円） 349,112 △915,519 △41,789 △608,196 811,579 6,860,607

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（2021年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

（資　 産　 の　 部） （負　 債　 の　 部）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

3,422,542

1,206,906

789,070

863,771

118,360

220,837

130,601

19,833

90,362

△17,200

8,579,234

4,584,037

802,460

163,338

1,309,143

11,117

42,603

2,241,593

11,690

2,090

27,354

27,354

3,967,842

1,780,849

1,807,215

630

120,000

344,466

△85,319

流 動 負 債 2,378,966

買 掛 金 399,197

電 子 記 録 債 務 530,392

短 期 借 入 金 950,000

リ ー ス 債 務 3,292

未 払 金 4,500

未 払 費 用 241,388

未 払 法 人 税 等 23,625

未 払 消 費 税 等 11,441

賞 与 引 当 金 50,270

修 繕 引 当 金 34,900

そ の 他 129,959

固 定 負 債 2,661,122

長 期 借 入 金 1,435,000

リ ー ス 債 務 9,714

長 期 未 払 金 231,818

繰 延 税 金 負 債 288,461

退 職 給 付 引 当 金 585,448

そ の 他 110,679

負 債 合 計 5,040,089

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本 6,612,574

資 本 金 4,300,000

資 本 剰 余 金 1,400,120

資 本 準 備 金 1,075,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 325,120

利 益 剰 余 金 1,510,790

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,510,790

繰 越 利 益 剰 余 金 1,510,790

自 己 株 式 △598,336

評 価 ・ 換 算 差 額 等 349,112

その他有価証券評価差額金 349,112

純 資 産 合 計 6,961,686

資 産 合 計 12,001,776 負 債 純 資 産 合 計 12,001,776

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 19 －



損　益　計　算　書

(2020年４月１日から)2021年３月31日まで

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 5,635,430

売 上 原 価 5,014,235

売 上 総 利 益 621,195

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 813,584

営 業 損 失 192,388

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 276,727

雑 収 入 25,981 302,709

営 業 外 費 用

支 払 利 息 8,724

支 払 手 数 料 9,654

雑 支 出 16,334 34,713

経 常 利 益 75,607

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 26,203 26,203

特 別 損 失

減 損 損 失 400 400

税 引 前 当 期 純 利 益 101,411

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 36,974

法 人 税 等 調 整 額 37,259 74,234

当 期 純 利 益 27,176

（注）記載金額は､千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(2020年４月１日から)2021年３月31日まで

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2020年４月１日期首残高（千円） 4,300,000 1,075,000 325,120 1,400,120 1,548,573 △597,909 6,650,783

事業年度中の変動額（千円）

剰 余 金 の 配 当 △64,959 △64,959

当 期 純 利 益 27,176 27,176

自 己 株 式 の 取 得 △426 △426

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額（純 額）

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － △37,782 △426 △38,209

2021年３月31日期末残高（千円） 4,300,000 1,075,000 325,120 1,400,120 1,510,790 △598,336 6,612,574

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

2020年４月１日期首残高（千円） 141,123 141,123 6,791,907

事業年度中の変動額（千円）

剰 余 金 の 配 当 △64,959

当 期 純 利 益 27,176

自 己 株 式 の 取 得 △426

株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額（純 額）

207,988 207,988 207,988

事業年度中の変動額合計（千円） 207,988 207,988 169,779

2021年３月31日期末残高（千円） 349,112 349,112 6,961,686

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

２０２１年５月１８日

東海染工株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名　古　屋　事　務　所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 水 谷 洋 隆 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 岡 　 秀 二 郎 

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、東海染工株式会社の２０２０年４月１日
から２０２１年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、東海染工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
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る内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　　上
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

２０２１年５月１８日

東海染工株式会社

取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
名　古　屋　事　務　所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 水 谷 洋 隆 ㊞

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 岡 　 秀 二 郎 ㊞

監査意見

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、東海染工株式会社の２０２０年４
月１日から２０２１年３月３１日までの第１０１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとお
り報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
　　　果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
　　　て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
　　　等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び
　　　監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
　　　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
　　　　について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及
　　　　び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につ
　　　　いては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
　　　　て子会社から事業の報告を受けました。
　　　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
　　　　保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確
　　　　保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体
　　　　制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内
　　　　部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
　　　　て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
　　　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
　（１）事業報告等の監査結果
　　　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
　　　　いるものと認めます。
　　　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
　　　　実は認められません。
　　　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

　（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（３）連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月21日
東海染工株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 浅 谷 光 昭 ㊞
監 査 役 澤 田 　 馨 ㊞
監 査 役 伊 東 弘 次 ㊞

 (注) 監査役澤田馨及び監査役伊東弘次は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監
査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　取締役７名選任の件
　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして
は、経営体制の強化のため１名増員し、取締役７名の選任をお願いするものでありま
す。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

１
や

八
しろ

代
よし

芳
あき

明
(1950年 1月 5日)

1977年10月　当社　入社

1982年11月　当社　取締役　京都事業所長

1986年11月　当社　常務取締役　営業統括部長兼名古屋

事業所長

1988年11月　当社　専務取締役　総務担当

1990年11月　当社　取締役社長

2017年６月　当社　取締役会長、現在に至る

106,100株

２
わし

鷲
 

　
ゆう

裕
いち

一
(1960年8月 5日)

1984年３月　当社　入社

2005年４月　当社　参与　開発技術部長

2008年６月　当社　取締役　開発技術部長

2019年６月　当社　取締役　グループ技術担当兼染色加

工事業本部長兼岐阜事業所長

2019年９月　当社　取締役社長

2019年10月　当社　取締役社長　グループ技術担当兼染

色加工事業本部長

2020年３月　当社　取締役社長　グループ技術担当、現

在に至る

2,900株

３
や

八
しろ

代
けん

健
た

太
ろう

郎
(1982年 1月 23日)

2004年４月　アイシン精機株式会社　入社

2011年５月　Aisin Asia Pacific Co., Ltd.経理部長

（タイ駐在）

2017年７月　当社　入社

2018年４月　当社　参与　染色加工事業本部副部長兼浜

松事業所長

2019年６月　当社　取締役　染色加工事業本部副部長兼

浜松事業所長兼管理部長

2020年４月　当社　取締役　国内染色加工事業部長兼浜

松事業所長

2020年９月　当社　常務取締役　国内染色加工事業部長

兼浜松事業所長、現在に至る

2,000株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

４
かわ

川
もと

本
 

　
おさむ

修
(1966年 9月 5日)

1990年３月　当社　入社

2018年８月　当社　参与　海外事業本部長兼タイ東海取

締役社長兼インドネシアT.T.I取締役社長

2018年11月　当社　参与　海外事業本部長兼タイ東海取

締役社長

2020年５月　当社　参与　海外染色加工事業部長兼製品

事業本部長兼タイ東海取締役社長

2020年６月　当社　取締役　海外染色加工事業部長兼国

内染色加工事業部副部長兼製品事業本部長

兼テキスタイル事業部長兼タイ東海取締役

社長、現在に至る

500株

５
こ

古
いけ

池
 

　
たけし

威
(1960年 1月26日)

1982年４月　株式会社日本リクルートセンター　入社

2006年10月　株式会社リクルートコミュニケーションエ

ンジニアリング　代表取締役

2008年10月　株式会社リクルート　エグゼクティブＣＥ

プランナー

2012年４月　株式会社リクルートキャリア　エグゼクテ

ィブコミュニケーションエンジニア

2016年６月　当社　取締役、現在に至る

－株

６
ます

増
だ

田
よし

芳
たか

隆
(1963年 7月16日)

1986年４月　株式会社リクルート　入社

2004年10月　株式会社リクルート　経理部長兼株式会社

リクルートオフィスサポート取締役

2012年10月　株式会社リクルートアドミニストレーショ

ン　執行役員兼株式会社リクルートホール

ディングス経理部長兼株式会社リクルート

オフィスサポート取締役

2017年６月　当社　取締役、現在に至る

－株

７

※
か

河
さい

西
 

　
まさる

勝
(1969年11月29日)

1992年３月　当社　入社

2021年４月　当社　管理部長兼総務部長、現在に至る －株

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

　　　２．各候補者と会社との間には、特別の利害関係はありません。

３．古池　威、増田芳隆の両氏は、社外取締役候補者であります。

４．古池　威、増田芳隆の両氏は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立

役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引続き両氏を独立役員

とする予定であります。

５．古池　威氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営者としての豊富な経験があり、人事・

労務などの分野における高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選

任をお願いするものであります。選任後は公正中立な立場から、企業経営などの分野における
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経営に有益な意見を述べていただくとともに、経営全般の監督機能を担っていただくことを期

待します。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となり

ます。また当社は株式会社リクルートキャリアとの間に取引がありますが、その金額は当社当

期連結売上高の１％未満と僅少であります。

６．増田芳隆氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営者としての豊富な経験があり、財務・

経営企画などの分野における高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役とし

て選任をお願いするものであります。選任後は公正中立な立場から、財務・経営企画などの分

野における経営に有益な意見を述べていただくとともに、経営全般の監督機能を担っていただ

くことを期待します。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって

４年となります。

７．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することにな

る争訟費用及び第三者・会社に対する損害賠償金を当該保険契約により塡補することとしてお

ります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また保険料支払額

の1割を役員報酬金額の割合に応じて被保険者が負担いたします。次回更新時には同内容での

更新を予定しております。
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第２号議案　会計監査人選任の件

　当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期

満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

　また、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査

法人の監査実績や監査報酬が当社の事業規模に適していること、また会計監査人に必要

とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバルでの監査体制等を総合的に勘案

した結果、適任と判断したためであります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2021年３月31日現在）

名 称 太陽有限責任監査法人

事 務 所
主たる事務所　　東京都港区元赤坂一丁目２番７号　　　　

　赤坂Ｋタワー22階

沿 革

1971年９月　太陽監査法人設立

1994年10月　グラントソントン インターナショナル加盟

2006年１月　ＡＳＧ監査法人と合併し太陽ＡＳＧ監査法人と

なる

2012年７月　永昌監査法人と合併

2013年10月　霞が関監査法人と合併

2014年10月　太陽有限責任監査法人に社名変更

2018年７月　優成監査法人と合併

概 要

構成人員 代表社員・社員 84名

特定社員 4名

公認会計士 308名

公認会計士試験合格者等 227名

その他専門職 199名

事務職員 85名

合計（非常勤を除く） 907名

被監査会社数 984社

以　上
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株主総会会場のご案内

◎会場

名古屋市中村区名駅４丁目４－３８

愛知県産業労働センター１０階

大会議室１００２

ＴＥＬ（052）571－6131

　　　　　◎交通機関（ＪＲ・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より徒歩約２分

至大阪

名鉄

近鉄

中村署

至東京

モード学園
広小路通

桜通

ミッドランド
スクエア

ミッドランド
スクエア

大名古屋ビルヂング

愛知県
産業労働センター

Ｊ
Ｒ
名
古
屋
駅

Ｊ
Ｒ
セ
ン
ト
ラ
ル

タ
ワ
ー
ズ

　　(お願い)

　・開催場所が前回と異なりますので、お間違えのないようお願い申しあげます。

　・自家用車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申しあげます。


